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P.38 へ警察

P.32 へ損害賠償

警察官
による
捜査

被疑者
特定 送致

P.18 へ
医療

遺族

負傷 治療 症状
固定

治癒

死亡

急性期 回復期

自賠責保険等
による支払い P.32 へ

ひき逃げ・
無保険事故
の場合

P.33 へ

示談
成立

示談
不成立

事故による
損害賠償の
示談交渉

P.1 へ

交
通
事
故
に
あ
っ
た
と
き

※示談や裁判等の手続きをお考えの場合、被害者が契約する任意保険会社が相談に　　　 のってくれる場合があります。また、日弁連交通事故相談センター、交通事故紛争処理センター、日本
　司法支援センター ( 法テラス）等でも相談を受け付けております。（連絡先等：P.52　　　　 ～ 53 参照 )

P.51  へ 相 談 支 援 機 関
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P.39 へ検察庁等

検察官
による
捜査

判決公判起訴

不起訴 略式
命令

略式
請求

公判
請求

P.19 へ

P.8 ～ 12 へ

後遺障害

さまざまな支援

P.8 ～ 12 へさまざまな支援

後遺
障害

慢性期

裁判外
紛争解決
手続 賠償

の
履行

裁判所 調停

不調
成立和解

不調判決

訴訟

成立

※示談や裁判等の手続きをお考えの場合、被害者が契約する任意保険会社が相談に　　　 のってくれる場合があります。また、日弁連交通事故相談センター、交通事故紛争処理センター、日本
司法支援センター ( 法テラス）等でも相談を受け付けております。（連絡先等：P.52　　　　 ～ 53 参照 )

相 談 支 援 機 関
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p.51  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

p.58  

 

2)  

p.51  

  

 

  

 
 

　事件の処分結果、刑事裁判の結果、受刑中の犯人の刑務所における処遇状況、刑



) 

.

.

( :p.60 )

) 

務所からの出所予定時期などに関する情報の提供が受けられる制度

　加害者の刑の執行段階等における被害者の心情等伝達制度、相手方の仮釈放・

仮退院等審理における意見等聴取制度、相手方の保護観察中における被害者の心
情等聴取・伝達制度

　同じ悩みを持つ当事者による相談先の確保・充実に努めています。（連絡先等：

p.61参照）

.

　同じ悩みを持つ当事者による相談先の確保・充実に努めています。（連絡先等：

p.61参照）

〇 自動車事故被害者・遺族等団体による相談支援

9

　加害者の刑の執行段階等における被害者の心情等伝達制度、相　加害者の刑の執行段階等における被害者の心情等伝達制度、相

仮退院等審理における意見等聴取制度、相

情等聴取・伝達制度

裁判後の段階における制度
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p.59

(

) 

p.51

交通事故によるケガの治療や裁判への出廷のため、こどもを誰かに一時的に預

かってもらうことが必要となる場合があるかと思います。そのような場合には、ファ

ミリー・サポート・センター事業や一時保育などの支援を市区町村が行っている場

合があります。（連絡先等：p.５７ 参照）

　交通事故が原因で、お子さまが家事や家族のお世話を日常的に行うこと（いわゆ

るヤングケアラー）となり、それにより、学校生活に影響がでたり、体やこころに不調

がでてしまうことがあります。そのような場合には、最寄りのこども家庭センター（連

絡先はお住まいの市町村）やスクールソーシャルワーカー・スクールカウンセラー

などで相談支援を行っています。

※被害者支援センターによって、支援内容は異なります。

病院や警察、裁判所、自治体窓口等への付添い

心のケア（カウンセリング等）

控除

p.51
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  p.60 

  p.60 
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 (290 )

( 40 20 5 )  

  

p.57  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 8 12  

 32  

 
 

詳しくは自賠責保険・共済ポータルサイトをご参照ください。

（連絡先等：p.62参照）
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1.

2

2.

3.

4.

4 230 7 80

※コラムの内容は令和４年11月現在のものになります。
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1995
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5 10 26% HP
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IT

※コラムの内容は令和４年11月現在のものになります。
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NPO

1995 9 15

16

、

1

1997

2000

1

人と人との繋がりは心を優しくしてくれます。そして生きる力を、勇気をくれます。
決してあなたは1人ではない。

※コラムの内容は令和４年11月現在のものになります。
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※コラムの内容は令和４年11月現在のものになります。

『生きる事・諦めない事』をいつも思って下さい。
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※コラムの内容は令和４年11月現在のものになります。
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詳しくは、自賠責保険・共済ポータルサイトをご確認ください。（連絡先等：p.62参照）
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填補する制度です。
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500

300 200

※コラムの内容は令和４年11月現在のものになります。
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p.52  

  

  

p.52  

  

 
 

　都道府県には、被害者を支援する民間被害者支援団体（全国被害者支援ネット

ワーク加盟の被害者支援センター）があります。こちらでは被害者に理解のある弁

護士と協力関係にあります。（連絡先等：p.51 参照）

　（公財）日弁連交通事故相談センターでは、弁護士による自動車事故の損害賠償

問題に関する電話相談や面接相談を、全国154か所（令和７年１月現在）の相談所

において無料で応じています。そのため、交通事故に詳しい弁護士が多く在籍して

いる団体です。（連絡先等：p.52 参照）
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p.52  

 

  

 

 

 

 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

ジの「犯罪被害者団体等紹介サイト」（連絡先等：p.51参照）や自賠責保険・共済ポ

ータルサイトの「被害者団体の相談窓口」（連絡先等：p.62参照）などに被害者団体

ホームページへのリンクがあります。



37

           

HP

(

)

　どうかおひとりで抱えないでください、家族であってもこの大きな裁判という課題に
向き合うことは大変なことです。支援者をたくさん見つけて「安心」を作ってください。

※コラムの内容は令和４年11月現在のものになります。
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　原則として、検察官が起訴しなければ、刑事裁判は行われません。そのため、検察官に

事故状況等を説明し理解してもらうことは、相手方の適正な処罰のためにとても重要で

す。疑問や要望は検察官に伝える、または弁護士に伝えましょう。

ることもでき、プライバシーを損なうような証拠品を廃棄処分する場合には立ち会うこともでき

ます。
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　被害者は、刑事裁判において、証人として証言することがあるほか、被害者の意見陳述

制度や被害者参加制度を使うことができる場合があります。証人として証言する場合、

不安や緊張を緩和するため、付添人を付けるなどの措置をとることができる場合があり

ます。弁護士とともに気持ちに無理のない関わり方を相談してみましょう。

○ 裁判中はメモをとることができます。
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※コラムの内容は令和４年11月現在のものになります。



 

 
45 

-  

 

  

 

 

 

 

 110

 

 

 

 
 



 

 
46 

)  

 

    

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

 
 



47

.

.

.

.

.

.

.

※コラムの内容は令和４年11月現在のものになります。
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.  

  

  

 0120  

  

 

G-1.  

  

 

6  

 

 

    

https://www.jsdc.or.jp/certificate/tabid/113/Default.aspx 

 

8  

35  

    

https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/  
 

    

https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/seifu/dantai_top.html 

 

 

8  

 

    

http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji11.html 

 

 

   

https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji11-9.html 

 

  

https://www.moj.go.jp/ 

 

  

http://www.kensatsu.go.jp/ top.shtml 

 

9  

   

https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/local/madoguchi_list.html 

 

10  

35  

   

https://www.nnvs.org/shien/list/ 

 

 
 

民間被害者支援団体

（被害者支援センター）

※ 民間被害者支援団体 （被害者支援センター） の活動内容については、 各民間被害

者支援団体のホームページ （メニュー：全国の支援センター） をご覧ください。

※ お住まいの都道府県の民間被害者支援団体 （被害者支援センター） に電話で

ご相談ください。

※ 支援内容は民間被害者支援団体によって異なります。 詳細は各民間被害者支援

団体のホームページをご覧ください。
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35

https://www.n-tacc.or.jp

12 -

10:00 19:00

11

35

 https://www.houterasu.or.jp/lp/higaishashien1/

IP

9:00 21:00 9:00 17:00

35

https://www.vs-forum.jp

36

http ://www.jibai-adr.or.jp

- -

9:00 12:00 13:00 17:00

ADR

ADR

https://www.sonpo.or.jp/about/efforts/adr/index.html

-

9:15 17:00

https://www.jcstad.or.jp/

0120-079714

03-6745-5601

12/30 /4

9 15 5

IP HP

- -

11- -

- -

- -

- -

※無料面談相談のご予約は各相談所までお問い合わせください。一人30分程
度、原則として5回まで相談可能です。

自賠責保険 （共済）

法制度や相談窓口の

情報提供、法律相談、

弁護士費用等の立替

え　等



https://www. hoken-ombs.or.jp/

G-2.

G-3.
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- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

18 - -

NPO - -

NPO Re - -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

・ 各都道府県の高次脳機能障害支援拠点機関
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- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

( ) - -

( ) - -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

志村大宮病院 ０２９５-５３-１１１１

立川記念病院 ０２９６-７７-７２１１

筑波記念病院 ０２９-８６４-１２１２

古河総合病院 ０２８０-４７-１０１０

白十字総合病院 ０２９９-９２-３３１１

- -
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なごや高次脳機能障害支援センター

デイサービス伊東の丘きらめき ０５５７-３６-６３８１

NPO法人はっぴぃ　すまいるぴぃーす ０５４５-２１-４０００

株式会社Ｔ－ＯＨＡＮＡ　ポノワークセンター ０５４-３７４-４９３８

社会福祉法人明光会　サポートセンターコンパス北斗 ０５４-２７８-７８２８

NPO法人えんしゅう生活支援net　ワークセンター大きな木 ０５３-４２０-６２５０

NPO法人えんしゅう生活支援ｎｅｔ　ワークセンターふたば ０５３-４５５-８２２６

特定非営利活動法人 高次脳機能障害者支援「笑い太鼓」

高次脳機能障害愛知県東部支援センター笑い太鼓

山梨県高次脳機能障害者支援センター - -
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- -

- - -

- -

- -

-

- -

- - -

- -
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滋賀県高次脳機能障害支援センター

和歌山県障害児者サポートセンター ０７３-４４５-７３１４
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 -  

 

 

    

http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/ 

 -  

  

10    

 

11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150401-03.html 

 

    

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-01.html 

 

 - -  

 8:30 17:15 

 19:00 2 9:30 16:00  

 

    

https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/ 

 
 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/pamphletfaq.html

こどもの一時預かり ・一時保育、ファミリー・サポート・センター事業

 ８:３０ １７:１５ 
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https://www.shakyo.or.jp/guide/shikin/seikatsu/index.html 

 

   

  

 

https://www.shakyo.or.jp/network/kenshakyo/index.html 

    

 

 

 

 

 

 

 

( ) ( )  

   

https://www.kotsuiji.com/howto/index.html 

 - -  

 9:00 17:30 5/2  

( )  

   

http://www.jasso.go.jp/houmon_menu/saiyou_index.html 

 - - - - IP  

 9:00 20:00  

11  

( )  

   

http://www.kotsuiji.or.jp/ikuseikikin.html 

 - - - -  

 10:00 17:00  

 

11  

( )  

    

https://www.douro-kouseikai.org/ 

 -6674-1761 

 9:30 12:00 13:00 17:00  
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8  

 

    

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/jikosupport/index.html 

 
 

※ お問い合わせ先は、お住まいの市区町村の福祉担当窓口にご確認ください。

交通遺児への給付金や

生活資金等の支給



 

 

G-5.

G-4.
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https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/seifu/dantai_top.html 
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  - -  

 10:00 00 13 00 16 00  

 

    

https://www.nasva.go.jp/sasaeru/hotline.html 

 -000738 

 - - IP  

 10:00 00 13 00 16 00  
 

 

 
 

こどもの心身の健康に

関する相談

・こども家庭センター

・児童相談所

0120-189-783（児童相談所相談専用ダイヤル） 

・自賠責保険・共済ポータルサイト【被害者団体の相談窓口】

https://www.mlit.go.jp/jidosha/jibaiseki/accident/consultation/index.html
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https://www.nasva.go.jp/sasaeru/ryougo.html 

  - -  

  - -  

  - -  

  - -  

  - - 460  

  - -  

  - -  

  - -  

  - -  

  - -  

  - -  

 

    

https://www.nasva.go.jp/sasaeru/koutu.html 

 

    

https://www.nasva.go.jp/sasaeru/tomonokai.html 

 

    

http://www.nasva.go.jp/sasaeru/kaigoryo.html 

    

http://www.nasva.go.jp/sasaeru/tanki.html 

 

    

https://www.nasva.go.jp/sasaeru/soudankaigo.html 

 

    

https://www.nasva.go.jp/sasaeru/houmonshien.html 

 

    

https://www.nasva.go.jp/sasaeru/kouryukai.html  

 

    

http://www.nasva.go.jp/sasaeru/oyanakiato/index.html 

  

 
 

茨城リハビリテーション病院

・短期入院・入所費用助成
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9

https://www.nasva.go.jp/sasaeru/soudan-shien.html

・自動車事故被害者・遺族等団体による相談支援

ナスバ　相談支援 で検索
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32

33

19

https://www.mlit.go.jp/jidosha/jibaiseki/about/overview/index.html

https://www.mlit.go.jp/jidosha/jibaiseki/public_payment/index.html

https://www.mlit.go.jp/jidosha/jibaiseki/accident/injury/index.html

https://www.mlit.go.jp/jidosha/jibaiseki/accident/consultation/index.html

【G-6.自賠責保険・共済ポータルサイト】

・支払までの流れと請求方法

自賠責ポータルサイト 請求方法 で検索

https://www.mlit.go.jp/jidosha/jibaiseki/about/procedure/index.html

・限度額と補償内容

 自賠責ポータルサイト　補償内容 で検索

https://www.mlit.go.jp/jidosha/jibaiseki/about/payment/index.html

・自賠責保険・共済制度
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独立行政法人 自動車事故対策機構（ナスバ）



 

 

 

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       



 

 

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       



 

 

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nakanobenkyokai@yahoo.co.jp 
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